
ごみ焼却施設
建設談合訴訟

横
浜
市
幣
地
裁
支
払
い
命
令

贋
市
の
ご
み
茸
施
藩

談
合
を
働
ぐ
る
住
民
露

果
、
業
者
か
ら
市
に
約
線

の
支
払
い
が
あ
っ
た
こ

け
、
勝
訴
し
た
住
民
側

市
に
弁
護
士
費
用
の
支

求
め
た
訴
訟
の
判
決
で

地
載
れ
小
川
洛
裁
判
長

日
、
住
民
側
の
請
求
通

円
の
支
払
い
を
倫
じ
た
。

錮
絹
鮎
粥
緋

を
約
2
億
円
と
算
出
。
そ
の

上
で
、
全
国
の
裁
判
例
と

に
住
民
訴
訟
の
難
し
さ
や

士
の
労
力
、
市
が
回
収
し
た

額
な
ど
を
総
合
考
慮
し
、

億
円
が
相
当
」
と
結
論
付
け

原
告
代
理
人
の
大
川
隆
司

義
士
は
「
請
求
通
り
の
額
が
蕎

め
ら
れ
た
こ
と
は
評
価

い
」
、
横
浜
市
は
「
判
決
内
容

精
査
し
対
応
を
検
討
し
た
い
」

と
そ
れ
ぞ
れ
コ
メ
ン
ト
し
た
。

横
浜
地
裁
は
8
0
0
6
年
、

横
浜
市
が
1
9
9
4
、
9
5
年
度

に
発
注
も
た
ご
み
兢
却
施
設
工

事
で
入
札
談
合
が
あ
っ
た
と
認

定
。
判
決
は
最
高
裁
で
確
定
し
、

2
社
は
0
0
年
、
市
に
賠
償
金
を

支
払
っ
た
。
住
民
側
は
地
方
自

治
法
に
基
づ
き
、
市
に
賠
償
金

の
中
か
ら
弁
護
士
費
用
相
当
額

の
一
部
に
限
っ
て
請
求
し
た

が
、
市
が
請
求
に
対
し
て
回
答

し
な
か
っ
た
た
め
、
提
訴
し
て

い
た
。
　
　
（
戸
田
貴
也
）


